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特  許  法 

第１章 総則 
 

Ⅰ．目的・定義（第１条～第２条） 
 

第一条（目的） 
  【短答重要度☆】 
  【論文重要度☆☆☆】 

  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発

達に寄与することを目的とする。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

商標法で１条について問われており、今後出題される可能性もある。 

（２）論文式試験 

他法域で１条の理解を問われた問題があり、出題される可能性は決して低

くない。 

２．攻略ポイント 

 論文式試験令和元年意匠法問題Ⅱ、平成28年意匠法問題Ⅱ、平成23年意匠法

問題Ｉ、平成25年商標法問題Ｉでの出題を見て、１条の理解をどのような形で

問われているかを確認すべきである。 

 

■ 特許法の目的 論 

発明の保護：①最大の保護→特許権、②その他の保護→特許を受ける権利、補償

金請求権、手続面の保護等 

発明の利用：①公開→文献的利用、②実施→各種実施権、存続期間満了後の自由

実施等 

 

 趣旨  

 特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として特許権という独

占的な権利を付与し（68条）、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利

用する機会を与えるものである。 

 このように特許制度は、権利を付与された者と、第三者の利用との間の調和を

求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与することを法目的としている（１

条）。  

 

第二条（定義） 
 【短答重要度☆☆】 
 【論文重要度☆☆☆☆】 

 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 

２ この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 

３ この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 

→逐条解説 
p13 
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一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、

譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回

線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等の

ための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生

産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

４ この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、

一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同

じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの

をいう。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・侵害との関連で出題される。 

・68条と関連づけて出題される。 

（２）論文式試験 

・侵害関連の問題では、これらの条文について言及が必要になる場合が多い。 

・「消尽論」では２条３項１号の実施に該当するかが論点となる。 

・平成18年法改正で輸出が２条３項に追加された趣旨、同３項の２号と３号

の違い（「生理活性物質測定法事件」）についても、理解したい。 

２．攻略ポイント 

・発明のカテゴリーと２条３項各号の実施との関係性の理解を十分に深めた上

で、学習を進めるべきである。 

・「生理活性物質測定法事件」は短答式試験、論文式試験でも出題される重要

判例である。判旨を正確に把握しその理解を短答式試験で確認しておき、さ

らに論文式試験での出題では問題文の中から判例を抽出し事案にあてはめな

がら判旨を再現できるようにしておくべきである。 

 

■ 第１項 発明  

 発明の定義について規定している。 
 

「自然法則」：自然界において経験によって見出される法則をいう。 

「自然法則の利用」：全体として利用していればよい。 

一定の確実性が必要だが、自然法則の認識は不要 

→数学、論理学的法則、経済法則等は含まれず。 

「技術的思想」：ただちに技術として成立する程の具体性は不要 

「高度のもの」：考案との関係から規定している。 

非発明の例：①  自然法則自体 

②  単なる発見 

③  自然法則に反するもの（例：永久機関） 

④  自然法則を利用していないもの 

(ⅰ) 自然法則以外の法則のみを利用（例：経済法則等） 

→逐条解説 
 p17 

 

→審査基準第Ⅲ部 
第１章2.1 
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(ⅱ) 人為的な取決め（例：ゲームのルールそれ自体） 

(ⅲ) 数学上の公式 

（ⅳ）人間の精神活動 

⑤  技術的思想でないもの 

(ⅰ) 技能 

(ⅱ) 情報の単なる提示 

(ⅲ) 単なる美的創造物 

⑥  発明の課題を解決するための手段は示されているものの、そ

の手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なも

の 

 

■ 第２項 特許発明 

 特許発明について定義している。 
 

「特許発明」：特許を受けている発明をいう。 

 

■ 第３項 実施 短 論 

 実施の定義について規定している。 
 

第１号 物の発明の実施 

(1)「物」：プログラム等を含む（かっこ書）。 
 

(2)「実施行為」 

① 「生産」：物を作り出す行為をいい、製造より広い。動植物も対象 

② 「使用」：発明本来の目的を達成し又は作用効果を奏するように用いる行為 

③ 「譲渡等」：譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合に

は、電気通信回線を通じた提供を含む。 

(ⅰ)「譲渡」： 物の所有権を移転すること、有償無償を問わない。「購入」は

実施ではない。「販売」は有償の譲渡をいう。 

(ⅱ)「貸渡し」： 所有権を保持しつつ、物の占有権を移転すること。「借受

け」は実施ではない。 

(ⅲ)「電気通信回線を通じた提供」：両方向からの通信を伝送する無線又は

有線による提供をいう。 

④ 「輸出」：内国貨物を外国に向けて送り出す行為をいう。 
 

◆ポイント◆ 

〈平成18年の法改正で発明の「実施」行為に「輸出」を追加した理由〉 

(1) 経済のグローバル化の進展により、我が国の産業財産権侵害品が国境を越

えて取引される事例が増大するなど、模倣品問題の国際化・深刻化に鑑み、

国内の製造や譲渡の段階では差止めできない場合であっても、輸出者が判明

した場合には、権利者が「輸出」の段階で差止め（100条１項）等の措置を講

じることを可能とするためである。 

→逐条解説 
p16   

→特許法概説 
p433-434 

→逐条解説 
 p15-17 

短 
→Ｒ8-3-(ｲ) 
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(2) なお、輸出行為自体は、国内で行われる行為であり、我が国の産業財産

権の効力を直接的に海外における譲渡等の行為に対して及ぼすものではな

いため、属地主義には反しない。 

 

⑤ 「輸入」：外国において生産された貨物を国内市場に搬入する国際商取引

の一形態。保税地域にある間は、まだ輸入ではない。 

⑥ 「譲渡等の申出」：「申出」は発明に係る物の存在を前提としない（存在

してもよい）。カタログによる勧誘、パンフレットの

配布等の行為も含む。 

⑦ 「展示」：不特定多数の者に認識される状態におくこと 
 

第２号 方法の発明の実施 
 

第３号 物を製造する方法の発明の実施 
 

◆ポイント◆ 

 方法の発明と物を生産する方法の発明とは、 

 ・明文上判然と区別され（２条３項２号、３号）、 

 ・与えられる特許権の効力も明確に異なっている。 

よって、 

 方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできない。 

また、 

 方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同

様の効力を認めることもできない。 

（最高裁平成11年７月16日判決「生理活性物質測定法事件」） 

 

■ 第４項 プログラム等 

 プログラム等についての定義について規定している。 
 

プログラムに準ずるもの：コンピュータに対する直接の指令ではないためプロ

グラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラ

ムに類似する性質を有するものを意味する。 

→逐条解説 
p15 

→逐条解説 
p17-18  

短 
→Ｒ5-6-(ｲ) 

論 
→Ｒ7Ⅱ 
 

論 
→Ｒ7Ⅱ 
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Ⅱ．手続一般（第３条～第28条） 

 

１．期間（第３条～第５条） 
 

第三条（期間の計算） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この

限りでない。 

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を

起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日

に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 

２ 特許出願、請求その他特許に関する手続（以下単に「手続」という。）についての期

間の末日が行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年法律第九十一号）第一条第一項

各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・日付の計算等の問題で出題されるのみである。 

・短答対策としては、条文を一通り理解した上で、実際に問題を解いてみる

のがよい。 

（２）論文式試験 

  出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 期間計算の起点と終点 短 

柱書 

(1)「この法律」：特許法 

(2)「この法律に基く命令」：省令と政令 

第１号 期間計算の起点（起算日） 

(1) 原則：期間の初日は算入しない→起算日と期間の始期（初日）とは異なる。 

例：補正期間（特17条、17条の２）、優先権主張手続期間（特41条）、

出願審査請求期間等は特許出願の日等から始まるが、特許出願

等がその日の午前０時に行われることはないから（特19条の通

信日付印の時刻のみが明りょうでない時はその日の午後12時）

翌日から起算 
 

(2) 例外：その期間が午前０時から始まる場合は算入する。 

例：商標法の登録異議の申立ての要旨変更補正期間（商43条の４第

２項）は「申立ての期間経過後30日」であるから、補正期間の

始まりは申立期間の最終日の翌日の午前０時から始まることに

なる。延長期間等 
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第２号 期間計算の終点（＝期間の終期） 

(1) 月又は年で期間を定める場合→暦に従う。 
 

(2) 月又は年の始から期間を起算しない場合 

→最後の年又は月における起算日に応当する日の前日に満了 

→最後の月に応当する日がない場合は、その月の末日に満了 

例：問：８月29日（特許料納付猶予期間末日）としたときの追納期間の最終

日は？ 

答：起算日…８月30日 

応当日…翌年２月30日→２月に30日はなし、平年の場合、２月28日終了 

 

■ 第２項 終期の例外（末日順延の特則）短 

「特許に関する手続」：特許庁への手続  

注：裁判所への手続（例：特178条の手続）は特許法上の末日順延の特則で

はなく、民訴95条３項の末日順延の特則が適用される。 

「手続」：期間の定まっている手続 

例：補正期間、国内書面提出期間等 

「末日が行政機関の休日に関する法律の１条１項各号に掲げる日」：祝日、

日曜日、１月２、３日、12月29、30、31日、土曜日 

 

第四条（期間の延長等） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四

十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一

項に規定する期間を延長することができる。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・主体が特許庁長官である点を押さえておくべきである。 

・法定期間の延長ができる４つは確実に暗記すべきである。 

・５条の「指定期間」との違いに留意すべきである。 

・「請求により又は職権で」の文言に留意すべきである。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 期間の延長 短 

 本条は法定期間の延長について規定している。 
 

(1)「法定期間」：法律で明示されている期間である。 
 

(2) 法定期間の経過前に延長の処分があることが必要で、期間の経過後において

は本条は適用されない。 

   

→逐条解説 
p23  

短 
→Ｒ8-3-(ﾛ) 

短 
→Ｒ8-3-(ﾊ) 
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(3) 特許庁長官による延長のみ→審判長による延長はない。 
 

(4) 以下の４つの期間のみ本条の対象である。 

① 特46条の２第１項３号 

 他人による実用新案技術評価請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限 

② 特108条１項 

 第１年分から第３年分までの特許料の納付制限 

③ 特121条１項 

 拒絶査定不服審判の請求期間 

④ 特173条１項 

 再審の請求期間 
 

(5) その他の延長（参考） 

特108条３項（請求のみ） 
 

(6) 延長が認められないもの 

 例：出願審査の請求の期間 

・出願審査の請求をすることができる期間（特48条の３第１項） 

理由）長期間であるためである。 

・３年経過後の出願の分割、変更の際、出願審査の請求をすることができ

る期間（特48条の３第２項） 

理由）出願の分割、変更をする場合は同時に出願審査の請求をするのが

通常であり、判断の期間としては30日もあれば十分だから 

 

第五条 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定し

たときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 

２ 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、そ

の期日を変更することができる。 

３ 第一項の規定による期間の延長（経済産業省令で定める期間に係るものに限る。）

は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求する

ことができる。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・特５条２項の主体が審判長のみである点が出題される。 

・特４条は法定期間の延長についての規定であるのに対して、特５条は指定

期間の延長についての規定であることも理解しておく必要がある。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 
 
 

→逐条解説 
p21-22  
 

短 
→Ｒ6-5-2 

Ｒ5-6-(ﾛ) 
Ｒ4-6-(ﾆ) 

短 
→Ｒ7-17-(ｲ) 
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■ 第１項 指定期間の延長 短 

指定期間の延長について規定している。 
 

(1)「指定期間」：期間が法律で明示されていない期間 

(2) 指定期間の例：特17条３項、23条１項、39条６項、50条、84条等 

(3) 延長を行う主体：特許庁長官、審判長、審査官 

 

■ 第２項 期日の変更 短 

指定期日の変更について規定している。 
 

審査官が行う場合はない。審判長は特151条で準用する民訴93条１項に規定す

る期日の指定及び変更をする場合がある。 

 

■ 第３項 救済規定 短 

 １項の指定期間の経過後であっても、一定期間内に限り、その延長を請求す

ることができる旨を規定したものである。 
 
 

２．手続能力（第６条～第８条） 
 

手続能力：手続の行為の主体となれる能力 

権利能力：権利の主体となれる能力→人であること、ただし、特25条あり。 

権利能力があっても手続能力がない場合がある。 

例：未成年者、成年被後見人 

手続能力があれば権利能力はある。ただし、特６条を除く。 

人：自然人と法人に分けられる。 

 

第六条（法人でない社団等の手続をする能力） 
  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名に

おいて次に掲げる手続をすることができる。 

一 出願審査の請求をすること。 

二 特許異議の申立てをすること。 

三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 

四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に 

対する再審を請求すること。 

２ 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名に

おいて特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることが

できる。 

  
 
 
 
 
 

→逐条解説 
p23-24  
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出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものが

可能な手続について、正確な知識が問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 法人でない社団等の手続 短 

 法人でない社団等ができる一定の手続について規定している。 
 

(1) 法人でない：法人格のない 
 

(2) 社団：一定の目的をもって組織された自然人の団体で、その団体自身が個々

の構成員から独立した単一体としての存在を有するもの。 
 

(3) 財団：個人の帰属を離れて、一定の目的のために管理される財産の集合をい

う。例えば社会事業のために募集された寄附財産のごとくである。 

 

(4) することができる手続 

① 出願審査の請求をすること 

② 特許異議の申立てをすること 

③ 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること 

④ 特171条１項の規定による再審を請求すること 

注：特172条１項（詐害審決に対する再審請求）の再審については規定され

ていない 

 

■ 第２項 被請求 

 法人でない社団等ができる一定の被請求手続について規定している。 
 

(1) 特171条１項の再審を請求される場合と特172条１項の再審を請求される場合

がある。 
 

(2) 特許無効審判を請求されることはない。 

 

第七条（未成年者、成年被後見人等の手続 
をする能力） 

  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができな

い。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 

２ 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 

３ 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 

４ 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求し

た審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。 

 

→逐条解説 
p27 

短 
→Ｒ6-5-1 
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出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・未成年者であっても、法定代理人によらないで手続をすることができる場

合がある点等が問われる。 

・保佐人、後見監督人は同意権を有するのみで、追認は一切できないという

点が、本試験では頻出である。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 未成年者、成年被後見人 

 未成年者等が権利者となる場合の手続について規定している。 
 

(1) 未成年者、成年被後見人でも権利者となり得る。 
 

(2)「未成年者」：満18歳に達しない者をいう（民４条）。 
 

(3)「成年被後見人」：無能力者の一種。精神上の障害により事理を弁識する能力

を欠く常況にある者であって、一定の者の請求により家庭

裁判所が行う後見開始の審判を受けた者をいう。 
 

(4)「法定代理人」：本人の信任に基づかないで、法律の規定により生ずる代理人 

未成年者の場合は、親権者、未成年後見人 

成年被後見人の場合は、成年後見人 
 

(5)「独立して法律行為をすることができるとき」 

 例えば、法定代理人から営業を許された場合等 

 

■ 第２項 被保佐人 

 被保佐人等が権利者となる場合の手続について規定している。 
 

(1)「被保佐人」：精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なる者

であって、一定の者の請求により家庭裁判所が行う保佐開始の

審判を受けた者をいう。 
 

(2)「保佐人」：被保佐人に付せられる保護者のことをいう。 
 

(3) 保佐人の同意権は一連の手続について包括的に与えられるものであり、個々

の手続について同意をしたり除外したりすることはできない。 

 

■ 第３項 後見監督人 

 法定代理人に後見監督人があるときの手続について規定している。 
 

「後見監督人」： 後見人の事務を監督する者 

 

短 
→Ｒ6-5-5 
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■ 第４項 被保佐人及び法定代理人の例外手続 

 被保佐人等の特許権に対して特許異議の申立て等がなされた場合、当該被保佐

人等は保佐人等の同意を得ることなく手続を可能とすることを規定している。 
 

(1) 相手方が提起した審判や再審についての手続にまで、特７条２項、３項により

同意を必要とすると、例えば、無効審判の審判請求書の副本ですら送達する方法

はなく、結局、審判や再審の請求をなし得ないこととなるため、規定された。 
 

(2) 例えば、無効審判の被請求人が成年被後見人で、その法定代理人に後見監督

人がいても、法定代理人は、その後見監督人の同意を得なくても答弁書の提出

や訂正の請求が可能 
 

(3) 本規定はすべて権利化の手続である。 

 

第八条（在外者の特許管理人）   【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆☆☆】 

 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない者（以下「在外者」

という。）は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国

内に住所又は居所を有するもの（以下「特許管理人」という。）によらなければ、手続

をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不

服として訴えを提起することができない。 

２ 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政

庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人

の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

「在外者」とは何か、「特許管理人」とは何か、「行政庁がした処分を不服

として訴え」とは何を指すのかの理解が問われる。 

（２）論文式試験 

「在外者」の文言で、本条と184条の11が想起できるかが問われる。 

２．攻略ポイント 

 短答式試験の過去問題で、「在外者」「特許管理人」の内容を正確に押さえた

上で、論文式試験で特に、国際特許出願での手続を問われたときに検討項目と

して列挙できるようにしておくべきである。 

 

■ 第１項 在外者の手続能力 短 

 在外者が権利者となる場合の手続について規定している。 
 

(1) 原則：在外者（日本国籍を有する者であっても、日本国内に住所等がない

場合は在外者）は特許管理人（その者の特許に関する代理人であっ

て日本国内に住所又は居所を有するもの）によらなければ手続、行

政庁がした処分を不服とした訴えを提起することはできない。 

 

短 
→Ｒ6-5-3 
Ｒ4-1-(ｲ) 
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(2) 例外：在外者が特許管理人によらず直接行える手続等 

① 政令（特施令１条）で定める場合： 

（ⅰ）特許管理人を有する在外者（法人にあっては、その代表者） 

が日本国に滞在している場合（１号） 

（ⅱ）在外者が特許出願（特44条１項の規定による特許出願の分割に

係る新たな特許出願、特46条１項又は２項の規定による出願の変

更に係る特許出願及び特46条の２第１項の規定による実用新案登

録に基づく特許出願を除く。）その他経済産業省令で定める手続

を自ら行う場合（２号） 

（ⅲ）在外者が特107条１項の規定による第４年以後の各年分の特許 

料の納付をする場合（３号） 

② 特184条の11第１項：在外者である国際特許出願人が国内処理基準

時までに行う手続 

 

■ 第２項 特許管理人の代理権の範囲 短 

 特許管理人の代理権の範囲について規定している。 
 

(1)「一切の手続」：不利益行為を含む特許法上の一切の手続 
 

 (2) ただし書→内国人の委任の代理人と同様、代理権の範囲の制限可能 
 

(3) 他法：実用新案管理人、意匠管理人、商標管理人 

 
 

３．代理（第９条～第16条） 
 

第九条（代理権の範囲） 
  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

  日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をする

ものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは

取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取

下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の

規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請

求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。 

  

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・特別の授権を得なければできないもの（不利益行為）をすべて押さえてお

くべきである。 

・14条と併せて学習するべき条文である。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

短 
→Ｒ4-6-(ﾎ) 
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■ 代理権の範囲 短 

 委任代理人の代理権の範囲について規定している。 
 

(1) 特別の授権を得なければすることができないもの（不利益行為） 

① 特許出願の変更、放棄若しくは取下げ 

② 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 

③ 請求、申請若しくは申立の取下げ 

④ 特41条第１項の優先権の主張若しくはその取下げ 

⑤ 実用新案登録に基づく特許出願 

⑥ 出願公開の請求 

⑦ 拒絶査定不服審判の請求 

⑧ 特許権の放棄 

⑨ 復代理人の選任 
 

(2)「手続をするものの委任による代理人」：法定代理人は含まない。 
 

(3) 復代理人 

① 復代理とは、代理人が自分の権限内の行為を行わせるため、自分の名で更

に代理人を選任して本人を代理させることであり、代理人によって選任され

た代理人をいう。 

② 復代理人を選任する権限（復任権）は、当然には代理権の一部ではなく、

本人の許諾又は直接法律の規定によって付与される別個の権限である。 
 

(4) 特別の授権 

   委任状に単に出願に関する一切の件とあるだけでは、特別の授権にはならな

い。特９条に挙げられている行為を特記してはじめて特別の授権となる。 

 

第十一条（代理権の不消滅） 
  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

  手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の

合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若

しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

委任による代理人の代理権が消滅しない場合として、本条に列挙されている

ものが問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 
 

 

→審査便覧 
23-05 

→特許法概説
p366 

短 
→Ｒ5-6-(ﾊ) 
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■ 代理権の不消滅 短 

 民法111条に規定する代理権の消滅理由の例外を規定したものである。 
 

(1)「手続をする者の委任による代理人の代理権」は、「本人の死亡若しくは本人

である法人の合併による消滅」、「本人である受託者の信託の任務終了」又は

「法定代理人の死亡若しくはその代理権の『変更若しくは消滅』」によっては

消滅しない。 
 

(2) 法定代理人の代理権の消滅事由 

本人の死亡等 

 なお、本条は委任による代理人についてのみ規定していることから、法定代

理人の場合は、本条の適用はない。 

  

第十二条（代理人の個別代理） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理

する。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

本条の効果について理解が問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 代理人の個別代理 短 

 数人の代理人が各自その代理権を行使することができる個別代理を認める規定

である。 
 

(1)  ２人以上の代理人のうち１人が特許庁に対して手続をすれば、本人がした 

手続と同じ効果が生じる。 
 

(2) 特許庁からする手続についても、２人以上の代理人のうちの１人に対してす

れば本人に対してしたのと同じ効果が生ずる。 

(3) 本人が２人以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めを

しても手続上無効である。その意味で、本条は、強行規定と解される。 

 

第十三条（代理人の改任等） 
  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めると

きは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 

２ 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと

認めるときは、その改任を命ずることができる。 

 
 

短 
→Ｒ4-1-(ﾛ) 

短 
→Ｒ5-6-(ﾆ) 
 

短 
→Ｒ7-1-2 
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３ 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命

ずることができる。 

４ 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手

続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

主体が特許庁長官又は審判長である点、すべてが裁量規定である点、改任

等の命令をした後でなければ手続を却下できない点などが問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 手続をする者が適当でない場合 短 

■ 第２項 代理人の改任命令 短 

■ 第３項 弁理士を代理人とすべき命令 短 

■ 第４項 手続の却下 短 

(1) 手続命令又は改任命令をした後に、手続を却下することができる。 

(2) 裁量規定 

 

第十四条（複数当事者の相互代表） 
  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の

存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一

項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外

の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁

に届け出たときは、この限りでない。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・本条に列挙されている不利益行為について、正確に把握しているかについ

て問われる。 

・利益行為についての規定であることの理解について問われる。 

・９条との相違点について問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 
■ 複数当事者の相互代表 短 

 複数当事者がいる場合の手続における相互代表について規定している。 
 

(1)「２人以上が共同して手続をしたとき」 
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→手続をした後、その手続が係属中に、その手続に関して行う他の手続につい

ての規定である。 
 

(2)「代表者を定めた場合にはこの限りではない」 

→本条本文に掲げる手続（不利益行為）以外の手続については、その代表者が

全員を代表することを定めたものであって、本条本文に掲げる手続について

もその代表者が全員を代表することができる旨を定めたものではない。 
 

(3) 出願人全員でしなければならないもの 

 （代表者を定めて特許庁に届け出ている場合も同様） 

① 特許出願の変更、放棄及び取下げ 

② 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 

③ 請求、申請、申立ての取下げ 

④ 特41条１項の優先権の主張及び取下げ 

⑤ 出願公開の請求 

⑥ 拒絶査定不服審判の請求 
 

(4)「できない行為」についての特９条との相違 

→実用新案登録に基づく特許出願は、特14条に記載されていないが、出願の１つ

であるので、特38条により、共同で出願する必要がある。補正は単独で可能 
 

(5)「各人が全員を代表する」 

→手続は、共同出願人の一人がすれば有効であり、また特許庁からする手続に

ついても共同出願人の一人に対してすれば全員に対してしたと同じような

効果を生ずることになる。 

 

第十五条（在外者の裁判籍） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

  在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住

所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法（平

成八年法律第百九号）第五条第四号の財産の所在地とみなす。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

条文通りの文言をストレートに問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 在外者の裁判籍 短 

 在外者の裁判籍について規定している。 
 

(1) パリ条約２条(３)に基づく 

(2) 在外者が特許権者等でかつ特許権等についての裁判の被告の場合に適用あり 

短 
→Ｒ6-5-4 
 

短 
→Ｒ4-1-(ﾊ) 

短 
→Ｒ4-1-(ﾆ) 

短 
→Ｒ7-1-3 

 

→逐条解説 
p40 
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第十六条（手続をする能力がない場合の追認） 
 【短答重要度☆☆☆☆】 
 【論文重要度☆】 

 未成年者（独立して法律行為をすることができる者を除く。）又は成年被後見人がし

た手続は、法定代理人（本人が手続をする能力を取得したときは、本人）が追認するこ

とができる。 

２ 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認する

ことができる。 

３ 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認

することができる。 

４ 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督

人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 

  

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・未成年者・成年被後見人がした手続（１項）・代理権がない者がした手続

（２項）は本人が追認できる点が問われる。 

・保佐人・後見監督人は同意権のみを有する点等が問われる。 

・７条と併せた規定であることの理解が問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 未成年者、成年被後見人 短 

 未成年者等がした手続の追認について規定している。 
 

(1) 追認の効果 

→民訴34条の場合と同様未成年者、無権代理人等が手続をした時に遡って有効

となるものであり、追認の時から有効となるのではない。 
 

(2) 追認の時期については、一応制限はない。 

→ただし、特18条の規定による却下処分や特133条の却下処分のような処分が

あった後は、追認は不可能 
 

(3) 追認は一部のみ不可 

 

■ 第２項 代理権がない者 短 

 手続をする能力がある「本人」又は「法定代理人」が追認できることについて

規定している。 

 

■ 第３項 被保佐人 短 

 保佐人の同意を得た「被保佐人」が追認できることについて規定している。 

 

 

→逐条解説 
p42-43 

 

→逐条解説 
p42 
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■ 第４項 後見監督人 短 

 後見監督人には同意権はあるが、追認権はないことについて規定している。 

 
 

４．補正（第17条～第17条の５） 
 

第十七条（手続の補正） 
 【短答重要度☆☆☆☆】 
 【論文重要度☆】 

 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることがで

きる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を

除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四

項若しくは第四十三条第一項（第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項において

準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）に規

定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは

訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補

正をすることができない。 

２ 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、

同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 

３ 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきこと

を命ずることができる。 

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 

三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を 

納付しないとき。 

４ 手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項に規定する場合を除

き、手続補正書を提出しなければならない。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・願書についての補正であれば、事件が特許庁に係属している限り可能であ

る点（１項）等が問われる。 

・外国語書面、外国語要約書面についての補正は一切できない点（２項）は

頻出である。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 自発的補正 短 

 一般的な補正全般について規定している。 
 

(1)「手続」：すべて含む→特許出願に限られない（特３条２項）。 
 

(2)「特許庁に係属」：その対象により様々 

① 「出願が特許庁に係属する」 

 特許出願につき拒絶の査定又は審決が確定するまで、又は特許権の設定が

短 
→Ｒ4-8-(ｲ) 
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されるまで→したがって、それまでは出願の取下げ等が可能 

② 「事件が審査、審判又は再審に係属する」（意60条の24）→拒絶査定後で審

判請求前又は審決後で訴訟提起前は含まれない。 
 

(3) ただし書→実体補正 

①  特許出願の明細書・特許請求の範囲・図面（特17条の２） 

②  要約書（特17条の３） 

③  優先権主張書面（特17条の４） 

④ 訂正に係る明細書・特許請求の範囲・図面（特17条の５） 

 

■ 第２項 外国語書面及び外国語要約書面の補正不可 短 

 外国語書面等の補正について規定している。 
 

 「外国語書面」及び「外国語要約書面」については、一切補正をすることが

できない。 

 ただし、願書は、日本語により作成されたものであり、補正が可能である。 

 

■ 第３項 補正命令 短 

 特許庁長官が手続の補正を命ずることができる場合について規定している。 
 

(1) 特許庁長官が補正を命ずる 

(2) 特７条又は９条違反→補正命令 

(3) 特８条違反→補正命令は出ずに、手続却下（特18条の２） 
 

■ 第４項 手続補正書の提出 短 

 補正をするときの提出書類について規定している。 
 

(1) 手数料の納付→手続補正書ではなく「手数料補正書」の提出 

(2) 誤訳訂正→手続補正書ではなく「誤訳訂正書」の提出 
 

第十七条の二（願書に添付した明細書、特許
請求の範囲又は図面の補正）  

【短答重要度☆☆☆☆☆】 
【論文重要度☆☆☆☆☆】 

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明

細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の

規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 

一 第五十条（第百五十九条第二項（第百七十四条第二項において準用する場合を含

む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同

じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受

けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、

同条の規定により指定された期間内にするとき。 

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒

絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。 

２ 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項

短 
→Ｒ7-16-(ｲ) 
Ｒ4-10-2 
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の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を

記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 

３ 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤

訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又

は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により

明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳

文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合に

あつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第三十四

条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。）に記載した事項の範囲内にお

いてしなければならない。 

４ 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲につい

て補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができ

ないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載

される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群

の発明に該当するものとなるようにしなければならない。 

５ 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（同項

第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知

を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項

を目的とするものに限る。 

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 

二 特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特 

定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載さ

れた発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決し

ようとする課題が同一であるものに限る。） 

三 誤記の訂正 

四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてす 

るものに限る。） 

６ 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

補正の時期的要件、客体的要件について、規定されている内容を漏れなく

理解し、正確な知識を有しているかについて問われる。 

（２）論文式試験 

拒絶理由通知への対応手段として、必ず検討すべき事項である。 

２．攻略ポイント 

・補正の時期によって、客体的要件が異なることを正確に把握することは非常

に重要であり、短答式試験で頻出である。 

・知識の出し入れを条文の読込みと理解、短答式試験の過去問題の演習により

繰り返し、そこで養ったことを論文式試験で記述できるようにして短答用の

実力から論文用へとシフトしていくことが必要である。 

 

■ 第１項 時期的要件 短 論 

 補正の時期的要件について規定している。 
  

短 
→Ｒ6-12-(ﾎ) 
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柱書 

原則：特許査定謄本の送達前は可能 

補正可能範囲は第３項の範囲内 

例外：拒絶理由通知を受けた後は各号 
  

第１号 最初の拒絶理由通知を受けた場合 

(1) 補正可能期間→その指定期間内 
  

(2) 補正可能範囲は第３項及び第４項の範囲内 

出願審査請求時に削除した請求項を加えることも可能 
  

第２号 拒絶理由通知を受けた後、特48条の７の規定による通知を受けた場合 

(1) 補正可能期間→その指定期間内 

ただし、特48条の７の通知は、最初の拒絶理由通知の前になされる場合

がほとんどであり、この場合、最初の拒絶理由通知の応答期間まではいつ

でも明細書等について補正ができる。 
  

(2) 補正可能範囲は第３項及び第４項の範囲内 
  

第３号 最後の拒絶理由通知を受けた場合 

(1) 補正可能期間→その指定期間内 

例外→分割出願（44条）がされた場合であって、いずれか一方の特許出願

について既に拒絶理由が通知されており、当該拒絶理由と同一の拒

絶理由の通知を受けた場合 

(2) 補正可能範囲は第３項～第６項の範囲内    
 

第４号 拒絶査定不服審判請求と同時 

補正可能範囲は第３項～第６項の範囲内 

＊２回目の拒絶理由であっても最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請

求項等に対して、初めて通知する拒絶理由を含むものは最初の拒絶理由である。 

 

■ 第２項 外国語書面出願の誤訳訂正 短 論 

 外国語書面出願の誤訳訂正についての手続について規定している。 
 

(1) 誤訳訂正（誤訳訂正書を提出して行う補正）の対象 

 ①外国語書面出願、②ＰＣＴの外国語特許出願（特184条の４）、③決定に

より特許出願とみなされる外国語でされた国際出願（特184条の20） 
 

(2) 誤訳訂正書の提出が必要→訂正審判の場合には不要 
 

(3) （誤訳の）理由を記載する 
 

(4) 手数料が必要→一般補正（手続補正書を提出して行う補正）の場合には不要 

 

■ 第３項 新規事項追加の禁止 短 論 

 第１項に規定する時期の補正の客体的要件について規定している。 

論 
→Ｒ1Ⅰ 
→逐条解説 
p57 

   

短 
→Ｒ6-12-(ﾛ) 
 

論 
→Ｒ2Ⅰ 

 

短 
→Ｒ6-12-(ｲ) 
→逐条解説 
p52 

 

 

短 
→Ｒ8-8-4 
Ｒ7-16-(ﾛ) 
Ｒ4-10-5 

短 
→Ｒ4-10-4 
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(1)「当初明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」： 

当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項 
 

(2)「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」 
 

◆ポイント◆ 

 制度の国際的調和、権利付与の迅速化、第三者の監視負担の軽減の観点か

ら、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限ら

れる。 

 

(3) 外国語書面出願についての本項の適用 

① 新規事項の追加には、原文新規事項と翻訳文新規事項があるが、本項は

翻訳文新規事項の追加を防止する。 

② 翻訳文新規事項追加の基準明細書等 

(ⅰ) 誤訳訂正がない場合 

明細書、特許請求の範囲若しくは図面の翻訳文 

(ⅱ) 誤訳訂正があった場合 

翻訳文又は誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面 

③ 誤訳訂正：外国語書面に記載した事項の範囲内で補正可能（49条６号） 

 

■ 第４項 シフト補正の禁止 短 論 

第１項各号の時期に補正する場合に、前項に加えて課される客体的要件につ

いて規定している。 
 

(1) 補正前の特許請求の範囲の発明のうち拒絶理由通知において特許をするこ

とができないものか否かについての判断が示された発明と、拒絶理由通知後

に補正された発明とが、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないこ

とにより、発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正（発明の特別な

技術的特徴を変更する補正）を禁止する規定 
 

(2) 趣旨 

① 技術的特徴の異なる別発明に変更することにより２件分の審査結果を得る

ことができるため、発明の単一性の要件の趣旨を没却されていることを防ぐ。 

② 国際調和の観点 
 

(3) 本項違反の場合 

 拒絶理由（特49条１号）及び補正却下の理由（特53条１項）となるが、特許

異議の申立て理由（特113条）及び特許無効理由（特123条）とはならない。 

 

■ 第５項 特許請求の範囲の補正の制限 短 論  

第１項３号等の時期に補正する場合に、前２項に加え、更に課される客体的要

件について規定している。 
 

 

 

 
 

 

 

 

→平成18年改正本 
p44 

論 
→Ｒ2Ⅰ 
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(1) 趣旨 

最後の拒絶理由通知以降の特許請求の範囲についてする補正を、先行技術文

献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限している。さらに、分割出願制

度の濫用抑止の観点から、50条の２の規定による通知を受けた場合についても

同様の制限が課される。 
 

(2) 請求項の削除（１号） 

→他の請求項の形式的補正も含む（例：引用番号の変更、従属→独立形式）。 
 

(3) 特許請求の範囲の限定的減縮（請求項に記載した発明を特定するために必要

な事項を限定するものであって、補正前の請求項に記載された発明と補正後の

請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一

であるものに限る）（２号） 

① かっこ書→請求項に新たな要素を付加することによる減縮補正(外的付加)

は排除 

② 「分野の同一」：技術的に密接に関連している場合も含む。 

③ 「課題の同一」：概念的に下位、同種である場合も含む。 

(4) 誤記の訂正（３号） 

→誤訳の訂正なし。訂正審判（請求）とは異なる。 
 

(5) 明りょうでない記載の釈明（拒絶理由に示す事項についてするものに限る）

（４号） 

 

■ 第６項 独立特許要件 短 

前項２号の独立特許要件について規定している。 
 

特17条の２第５項２号に適用 

→「限定的減縮」であっても、補正後の発明が独立して特許可能なものでな

い場合には、補正却下されるので、審査が繰り返し行われることが回避さ

れる。 

短 
→Ｒ7-16-(ﾊ) 
Ｒ5-18-(ﾆ) 

 
 

 

短 
→Ｒ5-18-(ｲ) 
 

→逐条解説 
p57 

→審査基準Ⅳ部 
第４章 

→逐条解説 
p56 

短 
→Ｒ4-10-3 

短 
→Ｒ5-18-(ﾛ),(ﾊ) 
 

短 
→Ｒ8-8-1 
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 出願 

（出願公開） 

出願審査請求 

最初の拒絶理由通知 

意見書（手続補正書） 

新たな拒絶理由発見 

最後の拒絶理由通知 

意見書（手続補正書） 

新たな拒絶理由発見 

出願取下げ 請求なし 

拒絶理由なし 

特許査定 

料金納付 

設定登録 

特許掲載公報発行 

拒絶理由解消せず 

拒絶査定（場合に
よって補正却下） 

審判請求 

訴訟提起 
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＜特許・実用新案審査基準第Ⅰ部＞ 
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 論文攻略論点  

〈明細書等の補正の効果〉 

(1) 補正が適法な場合 

 補正の効果は出願時まで遡及し、補正後の内容で審査される。 
 

(2) 補正が不適法な場合 

① 内容的制限違反の場合 

(ⅰ) 17条の２第１項１号（50条の２の通知を除く）の補正 

新規事項を追加する補正等（17条の２第３項、４項）は、拒絶（49条

１号）の理由となる。 

新規事項を追加する補正は、特許異議の申立て理由（113条１号）及び

特許無効の理由（123条１項１号）となる。 

ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願のいわゆる翻訳文新規事

項の追加は、特許無効の理由等、情報提供理由とはならない（113条１

号かっこ書及び123条１項１号かっこ書、184条の18、特施規13条の２第

１項かっこ書）。 

理由）手続をすべき書面選択を誤ったという形式的瑕疵にすぎないから

である。 

しかし、外国語書面出願又は外国語特許出願の補正が、外国語書面又

は原文の記載事項の範囲を超えてなされた場合には、上述の新規事項追

加補正の場合と同様に取り扱われる（49条６号、113条５号、123条１項

５号等）。 

(ⅱ) 17条の２第１項１号（50条の２の通知の場合）又は第３号の補正 

・特許査定謄本送達前に不適法なことが認定されたとき当該補正は決定

をもって却下される（53条１項）。 

理由）特許出願の拒絶の理由とすると、その補正が不適法である旨

の拒絶理由を再度通知し、更にその拒絶理由通知に対しては、

補正が可能であるから、更に補正について審査を行う必要が

あり、審査の迅速性が確保されにくいこととなるためである。 

この却下決定に対しては、不服を申し立てることができないが（53条

３項）、拒絶査定不服審判（121条）において併せて争うことができる。 

・特許査定謄本送達後に認定されたときは、新規事項を追加する場合

（17条の２第３項）のみが無効（123条１項１号）理由となり、他は

許容される。 

理由）法17条の２第５項、６項の要件は、再度の審査を回避するため

に設けられたものであり、実体的な瑕疵があるわけではないか

らである。 

② 主体的、時期的制限違反の場合 

特許庁長官による弁明書提出機会が与えられた後、手続却下処分の対象

となる（18条の２）。不服の場合は、行政不服審査法に基づく審査請求が

可能である。 

→補正を行う理
由づけとして
記載すべきで
ある。 

→補正時期に対
応した内容的
制限の理解を
明確に論文に
記載すべきで
ある。 

→逐条解説 
p229 

 

→逐条解説 
p452 
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 趣旨  

〈願書に添付した明細書等の補正を認める趣旨〉 

明細書、特許請求の範囲又は図面は、審査対象を特定するとともに、技術文

献及び権利書としての使命を果たすべきものであるから、出願当初から完全に

記載されていることが望ましい。 

しかし、先願主義（39条）下では、出願を急ぐあまり無形の技術思想であ

る発明（２条１項）を当初から完全に記載することは一般に困難である。ま

た、出願後に審査官等から拒絶理由を通知された場合にこれを解消する必要も

ある。このような場合、何ら補正を認めないとすると、当初の明細書等に記載

されている発明にもかかわらず、特許を受けることができないこととなり、出

願人に極めて酷であり、発明保護の趣旨に反する（１条）。 

一方、補正を無制限に認めると、遡及効により第三者に不当な不利益を及

ぼし、また、審査遅延等の事務処理上の不都合が生ずる。 

そこで、法は、一定の内容的及び時期的制限の下で明細書等の補正を認めて

いる（17条の２等）。  

 

第十七条の三（要約書の補正） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

  特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について

補正をすることができる。 

 経済産業省令で定める期間：特施規11条の２の２ 
 

原則：特許出願の日から１年４月 

優先権主張をしている→優先日から１年４月 
 

例外：（かっこ書） 

１.外国語特許出願を除く特許出願 

→出願公開の請求があった後の期間を除く 

２.国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった特184条の４第１  

項の外国語特許出願であって国際公開がされているもの 

→出願審査の請求があった後の期間を除く 

 

第十七条の四（優先権主張書面の補正） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

  第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（第四十三条の三第

三項において準用する場合を含む。）若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の

規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条

第四項又は第四十三条第一項（第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項において

準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）に規

定する書面について補正をすることができる。 

(1) 優先権主張書面についても、例えば、既に主張した優先権主張書面の記載に

誤記があった場合にそれを正す補正ができる。 

→特許法概説 
p311-313 

短 
→Ｒ7-16-(ﾆ) 
 

短 
→Ｒ8-8-2 
Ｒ5-18-(ﾎ) 
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(2) 優先権主張の追加（特41条４項又は特43条１項）や取下げ（特42条２項）に

ついては、別の手続になる。 

(3) 経済産業省令で定める期間：特施規11条の２の３ 

 

第十七条の五（訂正に係る明細書、特許請 
求の範囲又は図面の補正） 

 【短答重要度☆☆☆☆】 
 【論文重要度☆☆】 

 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限

り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に

ついて補正をすることができる。 

２ 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二

第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定に

より指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正

した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 

３ 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前（同条第三項の

規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通

知がある前）に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又

は図面について補正をすることができる。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

特許異議の申立て、特許無効審判、訂正審判を組み合わせた問題で出題さ

れる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 訂正に係る明細書等の補正（特許異議の申立て） 短 

特許異議の申立てにおける訂正した明細書等の補正をできる時期について規定

している。 
 

(1) 対象：特120条の５第２項の訂正の請求書添付の訂正明細書・特許請求の範

囲・図面 
 

(2) 時期：特120条の５第１項又は第６項の意見書提出期間内 

 

■ 第２項 訂正に係る明細書等の補正（特許無効審判） 短 

特許無効審判の手続において訂正した明細書等の補正をできる時期について規

定している。 
 

(1) 対象：訂正の請求書添付の訂正明細書・特許請求の範囲・図面 
 

(2) 時期：① 審判請求書の副本の送達に伴う答弁書提出期間（特134条１項） 

② 請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出

期間（特134条２項） 

→逐条解説 
p60 

 

短 
→Ｒ6-12-(ﾊ) 
Ｒ4-19-1 

短 
→Ｒ8-9-(ﾎ) 
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③ 訂正拒絶理由の通知の指定期間（特134条の２第５項） 

④ 審決取消判決に伴う指定期間（特134条の３） 

⑤ 職権審理がなされた時に、その審理結果に対する意見提出期間

（特153条２項） 

⑥ 審決の予告に伴う指定期間（特164条の２第２項） 

 

■ 第３項 訂正に係る明細書等の補正（訂正審判） 短 

訂正審判において訂正した明細書等の補正をできる時期について規定している。 

(1) 対象：訂正審判の請求書に添付した訂正明細書・特許請求の範囲・図面 

(2) 時期：訂正審判における審理終結通知（再開後も含む）まで 

 

■ 第１項～３項の共通事項 短 

本条の補正の内容的制限は、請求書の要旨を変更しない範囲内 

 
 

５．手続の効力（第18条～第28条） 
 

第十八条（手続の却下） 
  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同

項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受

ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却

下することができる。 

２ 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料

の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内

にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・18条１項、同２項が適用されるのは、どのような場合かの理解を問われる。 

・裁量規定である点に留意したい。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 手続の却下の対象 短 

 手続を却下できる場合について規定している。 
 

(1)「手続の却下」：特許庁に対して行われた特許出願、請求その他特許に関する     

手続に関し、特許庁長官がその手続の効力を失わしめる行政 

処分をいう。 
 

(2)「却下することができる」→特許庁長官の裁量行為 

短 
→Ｒ8-8-3 

Ｒ6-6-3 
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(3) 手続の却下の例 

特13条１項・２項命令違反、特17条３項の補正命令違反、特133条１項・２

項の補正命令違反 
 

(4) 出願の却下の例 

特18条、特184条の５第３項 

 

■ 第２項 出願の却下の対象 短 

 出願を却下できる場合について規定している。第三者が出願審査の請求をした 

場合において、出願人が明細書の補正をした結果、請求の範囲に記載された請求 

項の数が増加したとき、その増加分に応じた出願審査請求料を出願人が納付しない

ときは、その出願を却下することを定めたものである。 
 

理由）出願審査の請求は第三者のした手続であり、出願人が負担すべき手数料

を納付しないことにより第三者のした出願審査請求手続が却下されるの

は適当でない。そこで請求項の数を増加させながらその分の出願審査請

求料を納付しないのは出願人にその出願を維持する意思がないものとし

て出願そのものを却下することにしたものである。 

  

第十八条の二（不適法な手続の却下） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについて

は、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場

合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知

し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出す

る機会を与えなければならない。 

  

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・本条が適用されるのはどのような場合なのか、18条が適用される場合との

相違点を問われる。 

・ただし書に留意すべきである。今後出題の可能性がある。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 不適法な手続の却下の要件 短 

 不適法な手続であって、補正できないものについて規定している。 
 

(1)「不適法な手続であって、その補正をすることができないもの」 

本質的要件の不備（従来の不受理要件）ただし、特38条の２第１項各号に該

当する場合を除く。 

① 在外者が特許管理人によらずに手続をした場合（特８条）（例外あり） 

 

 

短 
→Ｒ4-10-1 

→逐条解説 
p64 
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② 期間経過後の手続（例外あり） 
 

(2) 行政処分の適性化及び行政手続法の趣旨 
 

(3) 手続には出願も含まれる。 
 

(4) 効果 

（門前払いされた結果として）手続がされないのと同じで、出願の場合に

は、パリ優先権は発生せず、特許庁にも係属しない。 

理由）「正規の国内出願」とは認められない（パリ４条Ａ(1)）ためである。 
 

(5) 本条が「却下するものとする」としているのは、不適法でかつ補正不能な手

続についての却下処分の原則的な規定であり、そのような手続については他の

方法をとる裁量の余地がない。 

 

■ 第２項 不適法手続却下理由の通知と弁明書の提出 短 

  不適法な手続であってその補正をすることができないものについて却下する場

合には、事前に意見陳述の機会を付与することとしたものである。 
 

意見を述べる機会を与えない却下・拒絶を禁止する内容（商標法条約14条に対

応） 

 

第十九条（願書等の提出の効力発生時期） 
   【短答重要度☆☆】 
   【論文重要度☆】 

 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類

その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者によ

る信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便

法」という。）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定す

る特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便（以下「信書便」とい

う。）の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願

書又は物件を日本郵便株式会社の営業所（郵便の業務を行うものに限る。）に差し出し

た日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第

二条第三項に規定する信書便物（以下この条において「信書便物」という。）の通信日

付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の

通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは

表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・規定についての細かい内容は出題されない。 

・発信主義が採用される場合の概要を掴めば解ける問題が出題される。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

→逐条解説 
p66 

→逐条解説 
p66-67 
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■ 到達主義と発信主義 短  

(1) 原則 

到達主義：（特許庁に）到達した日時に書類提出の効力が生じる（民97条１項）。 

 

(2) 例外 

発信主義：願書及び提出の期間が定められている書類は以下の日時に特許庁

に到達したものとみなす。 

①  郵便物の受領証により証明したときはその日時 

②  郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭 

であるときはその日時 

③  郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち 

日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の 

午後12時 
 

(3) 提出期間の定められているものの例 

① 拒絶理由に対する意見書（特50条） 

② 特許異議申立書（特113条） 

③ 明細書等の補正（特17条の２第１項） 

④ 審判請求書（特121条）等 

(4) 提出期間の定められていないものの例 

① 判定の請求書 

② 出願取下書 

③ 訂正審判請求書 

④ 出願人名義変更届等 

⑤ 出願公開の請求書   

 

第二十条（手続の効力の承継） 
  【短答重要度☆☆☆】 
  【論文重要度☆】 

 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に

関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 

 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

・出願段階や審判段階における権利の移転と併せて出題される。 

・条文の正確な知識が問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 手続の承継の効力 短  

(1) 権利移転前にした手続の効力はその権利の承継人にも及ぶ。 短 
→Ｒ5-6-(ﾎ) 
 
 
 

短 
→Ｒ7-1-4 
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(2)「特許に関する権利」とは、 

「専用実施権、通常実施権、特許権を目的とする質権、無効審判請求人の地位」等 

 

第二十一条（手続の続行） 
    【短答重要度☆】 
    【論文重要度☆】 

 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他

特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対

し、その事件に関する手続を続行することができる。 

特20条が権利の移転前にした手続の効力について規定したものであるのに対し、

本条は権利の移転後にする手続について規定したものである。 

 権利移転後にする手続は承継人又は原権利者に対しても続行可 

 

第二十二条（手続の中断又は中止） 
    【短答重要度☆】 
    【論文重要度☆】 

 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継

の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 

２ 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 
 

出題傾向と攻略ポイント 

１．出題傾向 

（１）短答式試験 

強行規定である点、主体が特許庁長官又は審判官である点が問われる。 

（２）論文式試験 

出題が過去にないため特になし 

 

■ 第１項 受継の決定 短 

 受継の決定について規定している。 
 

(1)「中断」 

手続中に当事者の側の手続を追行する者に交代しなければならない事由が 

発生した場合に、新しい追行者が手続に関与できるようになるまでの間、手 

続の進行を停止してその当事者の利益を保護するための制度である。した 

がって、法定の事由によって当然に発生し、新しい追行者から、又は相手方 

から手続の続行を申し立てることによって解消する。   
 

(2)「中止」 

裁判所又は当事者に手続をすることができない障害があるとか、その他の理

由から手続の進行が困難であるか不適当である場合に、法律上当然に又は審判

官等の処置によって生ずるものである。 
 

(3)「受継」 

中断した手続のその中断を終わらせる行為であり、申立てによって行う。 
 

→逐条解説 
p71-72 

→逐条解説 
p70 

→逐条解説 
p69 
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